
緊急時対応マニュアル（救急・入退院編） 

 

＜施設版＞ 

 

① 利用者の急変を発見したら（主に夜勤帯・・・以下の対応、原則的に夜勤者が行なう） 

◎ 看護職員、携帯（０８０－３５０９－１４０８もしくは 

０８０－３５０９－１４０５）勤務表に印のある携帯に連絡 

⇒ 指示を仰ぐ、緊急度に応じて救急車を呼ぶ。判断に迷う場合は迷わず救急車を要

請する。（看護職員や施設には事後報告でよい。何もなければそれで良い。） 

夜間の急変時は原則救急車対応とするが、軽微な場合は施設送迎による救急受診

でも良い。（状況により送迎は宿直者に要請する。） 

救急車を要請の場合は下記の手順で動く。 

◎ 聖霊病院の時間外外来に連絡（TEL ８３２－１１８１） 

吉田病院の時間外外来に連絡（TEL ７４１－４１８７） 

⇒ 利用者氏名、年齢、既往歴、バイタル及び容体を説明し診察を要請（救急車搬送

を伝える） 

※ 心停止の場合は、八事日赤病院 

（救急隊が判断し連絡する TEL ８３２－１１２１）に搬送。 

◎ 救急車要請（TEL １１９） 

⇒ 次のことをあわてないではっきり伝える。 

・ 施設名、住所、連絡先、利用者氏名、年齢 

・ どうして（どんな状況で）発病（ケガ）したのか。 

・ 現在どんな状況にあるのか。見たままを簡単に話す。 

・ 既往歴、バイタル 

・ 搬送先病院、最後に自分の氏名を報告 

◎ 宿直者に報告（内線 １０８）（PHS ３００２） 

⇒ 救急車を要請する時点で連絡し、大まかな状況を伝え、救急隊の誘導など協力態

勢をとる。 

◎ 救急隊に詳しい状況報告 

⇒ サイレンの音が聞こえたら、できるだけ案内をする職員を出して誘導する。現場

に到着したら次のことを報告。 

・ 利用者氏名、年齢 

・ 救急隊が到着するまでの容体の変化。 

・ 傷病者のために行った応急処置の内容。 

・ 既往歴、バイタル 

 



◎ 病院搬送 

同行する際の持参品 ⇒ ケースファイル、看護記録（診察券一緒に入っている←医

務室）、救急隊への情報提供表 

携帯電話、現金（１F ｽﾃｰｼｮﾝ金庫） 

ケアハウスの場合は「ご利用者個別資料」ファイル（事

務所・各階ステーション） 

◎ 診察の状況を施設に報告 

◎ 家族に連絡 ⇒ 緊急連絡先で確認（１番の方が連絡つかない場合は２番目に） 

いつ： 救急車の場合は、搬送先が決まってから 

緊急受診の場合は、受診結果が出た時点で連絡する。 

・ 入院した場合は、入院の手続き等を依頼する。（詳しい入院時の家族への協

力要請については生活相談員から後日連絡する。） 

・ 入院の場合、職員は家族が見えるまで利用者に付き添う。（但し、長時間に

なるような場合は宿直者と交代し、病院看護婦に伝え施設に戻る。） 

       ※身寄りが無い場合や家族に連絡がつかない場合には、病室まで付き添い、

翌日、生活相談員が入院手続きをする旨、病院に伝える。 

・ 不幸にも永眠された場合には、家族が到着するまで立会い、その後は家族に

お願いする。通夜、葬儀の時間・場所を連絡して戴くように依頼する。（生

活相談員からも連絡入れることも伝える。） 

・ 身寄り等が居ない利用者の場合は、速やかに生活相談員に連絡し交代する。 

◎ 看護主任報告 ⇒ 翌朝に報告 

◎ 生活相談員報告 ⇒ 翌朝に報告 

生活相談員からも入院後の手続きや今後の対応相談のため家

族に連絡する。施設長等には生活相談員から連絡する。 

 

★ 昼間の対応 ・・・ 作業手順は基本的に夜間に準ずる。 

 

② 入院について 

【必要なもの】 

洗面用具、湯のみ、楽のみ、タオル、バスタオル、ティッシュペーパー、寝巻き、オムツ

（１週間分）、ゴミ袋、着替え、下着、現在服薬中の薬 

【手順】 

◎ 入院に必要なものを用意する。（救急車搬送時に持参できる場合は持参する。） 

◎ 医師や看護婦に施設での生活状態を説明する（夜間は事前に夜勤者から電話にて報

告） 

◎ ケースファイル、看護記録、救急隊への情報提供表 

保険証（事務所３段 BOX1 番上）持参 



【家族への依頼事項】 

◎ 入院の手続き（病院からの第一の連絡先は家族。連絡先の一つに施設も入れももらう

ように依頼） 

◎ 病状等の情報提供先に施設の連絡先を記入依頼 

◎ 入院時のお世話（面会、洗濯、日用品、オムツ等の補充、入院費の支払い等） 

 

③ 退院について 

【手順】 

◎ 退院の日程が決まったら家族又は病院から施設に連絡してもらう。 

◎ 退院当日は、退院後の留意点を医師や看護婦に確認してもらい、看護婦に報告しても

らうようにする。（家族） 

◎ 入院費の精算 

【病院から持参するもの】 

◎ 看護サマリー 

◎ 処方されている薬 

◎ 所持金品 

◎ 診察券 

 

④ 緊急時連絡体制 

◎ 施設内  介護職員 → 看護職員 → 相談員 → 副施設長・管理者又は施設長 

◎ 入院先  病院 → 家族 → 施設 

☆ 家族不在時 

病院 → 施設（相談員、看護職員）→ 副施設長・管理者又は施設長 

『緊急時以外は、原則１８：００以降の場合は、翌日８：００以降に連絡』 

◎ 施設内急死の場合  看護職員と通して嘱託医・主治医に連絡（ターミナルケアマニ

ュアルに準ずる） 


